
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
二
号

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
軍
備
管
理
若
し
く
は
軍
縮
若
し
く
は
人
道
的
精
神
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
活
動
に
対
す
る
協

力
等
又
は
装
備
品
等
（
装
備
品
、
船
舶
、
航
空
機
及
び
需
品
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
共
同
開
発
等
の
目
的
で
、
国
際
機
関
、
外
国
政
府
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
（
国
家
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
の
処
遇
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条
　
防
衛
大
臣
は
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
基
づ
き
又
は
次
に
掲
げ
る
機

関
の
要
請
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
職
員
（
政
令
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
防
衛
装
備
庁
に
所
属
す
る
職
員
（
自
衛
隊

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
幹
部
隊
員
及
び
自
衛
官

を
除
く
。
）
の
派
遣
は
、
防
衛
装
備
庁
長
官
が
行
う
。

一
　
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関

二
　
外
国
政
府
の
機
関

三
　
前
二
号
に
準
ず
る
機
関
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の

２
　
前
項
の
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
あ

っ
て
は
、
国
際
連
合
事
務
局
の
内
部
部
局
で
あ
っ
て
当
該
業
務
を
所
掌
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に

お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。

一
　
軍
備
管
理
又
は
軍
縮
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
で
我
が
国
が
締
結
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
行
う
査

察
そ
の
他
の
検
証

二
　
前
号
に
規
定
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
基
づ
い
て
行
う
技
術
上
の
協
力

三
　
人
道
的
精
神
に
基
づ
い
て
行
う
医
療
そ
の
他
の
援
助

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
交
渉
若
し
く
は
調
整
、
調
査
若
し
く
は
研
究
又
は
訓
練

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
管
理

六
　
学
術
に
関
す
る
研
究
又
は
教
育

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
務

八
　
装
備
品
等
の
共
同
開
発
事
業
等
の
管
理
、
調
整
及
び
実
施

九
　
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
交
渉
若
し
く
は
調
整
、
調
査
若
し
く
は
研
究
又
は
訓
練

十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
管
理

十
一
　
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
決
議
に
基
づ
き
、
武
力
紛
争
の
当
事
者
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
紛
争
当
事
者
」
と
い
う
。
）
間
の
武
力
紛
争
の
再
発
の
防
止
に
関
す
る
合
意
の
遵
守
の
確
保
、
紛

争
に
よ
る
混
乱
に
伴
う
切
迫
し
た
暴
力
の
脅
威
か
ら
の
住
民
の
保
護
、
武
力
紛
争
の
終
了
後
に
行
わ
れ
る
民
主

的
な
手
段
に
よ
る
統
治
組
織
の
設
立
及
び
再
建
の
援
助
そ
の
他
紛
争
に
対
処
し
て
国
際
の
平
和
及
び
安
全
を
維

持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
際
連
合
の
統
括
の
下
に
行
わ
れ
る
活
動
で
あ
っ
て
、
国
際
連
合
事
務
総
長
の

要
請
に
基
づ
き
参
加
す
る
二
以
上
の
国
及
び
国
際
連
合
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
の
方
針
の
策
定
又
は
当
該
活
動
の
基
準
の
設
定
若
し
く
は
計
画
の
作
成

イ
　
武
力
紛
争
の
停
止
及
び
こ
れ
を
維
持
す
る
と
の
紛
争
当
事
者
間
の
合
意
並
び
に
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地

域
の
属
す
る
国
（
当
該
国
に
お
い
て
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
決
議
に
従
っ
て
施
政

を
行
う
機
関
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
機
関
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
紛
争
当
事
者

の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
、
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
者
に
も
偏
る
こ
と

な
く
実
施
さ
れ
る
活
動

ロ
　
武
力
紛
争
が
終
了
し
て
紛
争
当
事
者
が
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場

合
に
実
施
さ
れ
る
活
動

ハ
　
武
力
紛
争
が
い
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当

該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
、
武
力
紛
争
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

を
主
要
な
目
的
と
し
て
、
特
定
の
立
場
に
偏
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
る
活
動

十
二
　
人
道
的
精
神
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
地
雷
の
除
去
に
関
す
る
活
動
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の

援
助
の
方
針
の
策
定
、
当
該
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
の
基
準
の
設
定
若
し
く
は
計
画
の
作
成
又
は
当
該

活
動
に
対
す
る
資
金
の
供
与

十
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
交
渉
若
し
く
は
調
整
又
は
調
査
若
し
く
は
研
究

十
四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
管
理

３
　
防
衛
大
臣
又
は
防
衛
装
備
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
派
遣
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
派
遣
職
員
の
身
分
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
派
遣
の
期

間
中
、
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
職
務
に
従
事
し
な
い
。

第
四
条
　
防
衛
大
臣
又
は
防
衛
装
備
庁
長
官
は
、
派
遣
職
員
に
つ
い
て
そ
の
派
遣
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
当
該
職
員
を
職
務
に
復
帰
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
派
遣
職
員
は
、
そ
の
派
遣
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
職
務
に
復
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

（
派
遣
職
員
の
給
与
）

第
五
条
　
派
遣
職
員
に
は
、
そ
の
派
遣
の
期
間
中
、
俸
給
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
住
居
手

当
、
営
外
手
当
及
び
期
末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
以
内
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
派
遣
職
員
の
業
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
等
）

第
六
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六

号
。
以
下
「
給
与
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
の
機
関
の
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

２
　
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
係
る
給
与
法
第
二
十
七
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
平
均
給
与
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
四
条
の
規
定
及
び
給
与
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
。

３
　
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
し
、
給
与
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
補
償
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
が

派
遣
先
の
機
関
等
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
当
該
災
害
に
対
す
る
補
償
を
受
け
た
と
き
は
、
国
は
、
そ
の
価
額

の
限
度
に
お
い
て
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
補
償
を
行
わ
な
い
。

第
七
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
の
機
関
の
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

２
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上

の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
し
て
派
遣
先
の
機
関
等
か
ら
補
償
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
災
害
に
対
す
る
給
与
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
災

害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
補
償
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
派
遣
先
の
機
関
等
か
ら
の
補

償
を
同
法
の
規
定
に
よ
る
補
償
に
相
当
す
る
補
償
と
み
な
す
。

第
八
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
給
与
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
の
機
関
の
業
務

を
公
務
と
み
な
す
。

第
九
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
給
与
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
の
機
関
の
業
務

を
公
務
と
み
な
す
。

（
派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
特
例
）

第
十
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
の
機
関
の
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

２
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
七
条
第
四
項
（
給
与
法
第
二
十
八

条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
の
期
間
は
、
国
家
公

務
員
退
職
手
当
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
に
は
該
当
し
な

い
も
の
と
み
な
す
。
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（
派
遣
職
員
に
関
す
る
学
資
金
の
返
還
等
）

第
十
一
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
自
衛
隊
法
第
九
十
八
条
第
四
項
及
び
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
先
の
機
関
の
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

（
派
遣
職
員
に
対
す
る
旅
費
の
支
給
）

第
十
二
条
　
派
遣
職
員
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
定
め
る
赴
任
の
例
に
準
じ
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
派
遣
職
員
の
復
帰
時
に
お
け
る
処
遇
）

第
十
三
条
　
派
遣
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
任
用
、
給
与
等
に
関
す
る
処
遇
に
つ
い
て
は
、
部
内
職

員
と
の
均
衡
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で

定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
一
四
日
法
律
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
〇
日
法
律
第
一
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
に
一
項
を
加
え
る

部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
三

条
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
七
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五

号
）
第
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第

二
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
二
項
の
規
定
は
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定

（
指
定
職
の
欄
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
（
陸
将
、
海
将
及
び
空
将
の
欄
並
び
に
陸
将

補
、
海
将
補
及
び
空
将
補
の
（
一
）
欄
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
八
日
法
律
第
一
二
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
七
日
法
律
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
七
日
法
律
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
並
び
に
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
第
二

十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
調
整
規
定
）

第
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八

号
）
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
本
則
中
「
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は

「
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
附
則
第
二
条
中
「
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

（
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
」
と
、
附
則
第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中

「
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
庁
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
機
関
等
に
派
遣

さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
八
日
法
律
第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
法
律
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
一
七
日
法
律
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
法
律
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
一
七
日
法
律
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
中
自
衛
隊
法
第
七
十
五
条
の
十
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第

五
条
の
規
定
　
公
布
の
日

2


